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科学研究費助成事業（科研費）について 

 

  科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金／科学研究費補助金）は、人文・社会科学

から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の

自由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」であり、

ピア・レビューによる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものです。 

 

応募→審査→内定→請求→実績報告→成果報告の流れ 

９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

            

９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応 募 申 請 

9 月～ 1 1 月 

内定 

交付申請 

交付請求 

4 月 

科研費 

基 金 交付請求 

 

交付請求 

 

実績報告 

5 月末 

実施状況 
報 告 
5 月末 

 

 

２年目 

審  査 

応募申請、内定後の手続き、研究費の繰越、前倒し請求、２年目以降の請求、

毎年度終了後の報告、補助事業終了後等・・・・ 

・ 申請等諸手続き事務は 教 務 部 が窓口です。 

具体的な研究費の執行 

・ 物品の購入等の事務は 管 財 部 が窓口です。 

・ 旅費・謝金等の事務は 総 務 部 が窓口です。 

・ 支払等の事務は    経 理 部 が窓口です。 

詳細は別紙「科研費 取扱要領（使用ルール）」をご覧ください。 

 補助事業終了後：研究成果報告 

本学においては、科研費にかかわらず、公的研究費の適正使用を推進しており

ます。 

詳細は別紙「科研費 関係規程等(適正使用不正防止）」をご覧ください。 

研究費の事務処理等に関する相談を受付ける窓口は・・・・ 

教 務 部 ・ 総 務 部 です。 



応募申請について 
 科学研究費助成事業等に応募申請をする場合は、下記の取扱いについて教務部が窓口となり

ます。 

①公募要領の内容の周知 

②応募書類の確認及び日本学術振興会等への提出 

③日本学術振興会等からの交付内定通知の受理及び研究者への通知 

④交付申請書類等の取りまとめ及び日本学術振興会等への提出  

⑤日本学術振興会等からの交付決定通知書の受理及び研究者への伝達 

「e-Rad」(府省共通研究開発管理システム)のＩＤ・パスワードを紛失等された場合は教務部まで

ご相談ください。 

 

内定後の手続きについて 
 科学研究費助成事業は種目により「科研費」「基金」に取扱いが分かれます。 

 交付申請書・交付請求書等の様式や、繰越・交付の前倒しの有無など使用ルールが異なりま

す。内定時に配分機関より通知されます使用ルールを確認してください。 
 
 

科学研究費助成事業－科研費－科学研究補助金 
 
 
 

科 研 
 
  基盤研究Ｓ 基盤研究Ａ 基盤研究Ｂ 若手研究Ａ など 
 
 
 
科学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金 

 
 
 

基 金 
 
  基盤研究Ｃ 挑戦的萌芽研究 若手研究Ｂ 
  基盤研究Ｂ・若手研究Ａ（平成２４年度以降に新規採択・配分総額５００万円以下） 
 
 

配分機関使用ルールから、科研・基金についてそれぞれ手続き項目を記載しました。 

 

   

 
科学研究費助成事業－科研費－科学研究補助金 

 

  
 

 

   

 
科学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金 

 

  
 

 

   

 
科学研究補助金・学術研究助成基金助成金 共通  

  
 

＝ 

＝ 



 

   

 
科学研究費助成事業－科研費－科学研究補助金 

補助金に係る諸手続  ⇒ 窓口  

【応募・交付申請に係る手続】 

①公募要領の内容の周知 

②応募書類の確認及び日本学術振興会への提出 

③日本学術振興会からの交付内定通知の受理及び研究者への通知 

④交付申請書類の取りまとめ及び日本学術振興会への提出 

⑤日本学術振興会からの交付決定通知書の受理及び研究者への伝達 

⑥日本学術振興会から送金される補助金の受領 

 

【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 

「特別推進研究」、「基盤研究」、「挑戦的萌芽研究」、「若手研究」、「研究活動スタート支援」 

及び「特別研究員奨励費」に係る次の手続 

 

①翌年度における直接経費の使用 

②直接経費の使用内訳の変更 

③補助事業の廃止 

④所属する研究機関の変更 

⑤研究代表者の応募資格の喪失 

⑥研究分担者の応募資格の喪失 

⑦研究分担者の変更 

⑧育児休業等による中断 

 

「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る次の手続 

 

①翌年度における直接経費の使用 

②事業計画の変更 

③補助事業の廃止 

④所属する研究機関の変更 

 

「研究成果公開促進費（データベース）」に係る次の手続 

 

①翌年度における直接経費の使用 

②事業計画の変更 

③補助事業の廃止 

④所属する研究機関の変更 

⑤代表者の交替等 

 

 

  
 

 

教務部 



 

   

 
【実績報告等に係る手続】（毎年度終了後） 

「特別推進研究」、「基盤研究」、「挑戦的萌芽研究」、「若手研究」、「研究活動スタート支援」 

及び「特別研究員奨励費」及び「学術創成研究費」に係る次の手続。 

 

①実績報告書の提出 

②翌年度における補助金の使用を行う場合の実績報告書の提出 

 

 

「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る次の手続を行うこと。 

 

①実績報告書の提出 

②状況報告書の提出 

 

 

「研究成果公開促進費（データベース）」に係る次の手続を行うこと。 

 

①実績報告書の提出 

②状況報告書の提出 

③翌年度における直接経費の使用を行う場合の実績報告書の提出 

 

 

【研究成果報告に係る手続】（研究計画最終年度の終了後） 

「特別推進研究」、「基盤研究」、「挑戦的萌芽研究」、「若手研究」、「研究活動スタート支援」、 

「特別研究員奨励費」及び「学術創成研究費」に係る次の手続 

 

①研究成果報告書等の提出 

 

「特別推進研究」、「基盤研究」、「挑戦的萌芽研究」、「若手研究」、「研究活動スタート支援」 

及び「学術創成研究費」の研究課題について 

 

②研究成果報告書等が未提出の場合の取扱 

 

 

直接経費の具体的な執行（物品費・旅費・謝金等）については別紙「科研費 取

扱要領(使用ルール)」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

 
科学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金 

補助金に係る諸手続  ⇒ 窓口  

【応募・交付申請に係る手続】 

①公募要領の内容の周知 

②応募書類の確認及び日本学術振興会への提出 

③日本学術振興会からの交付内定通知の受理及び研究者への通知 

④交付申請書類の取りまとめ及び日本学術振興会への提出 

⑤日本学術振興会からの交付決定通知書の受理及び研究者への伝達 

⑥日本学術振興会から送金される補助金の受領 

 

【助成金の支払請求に係る手続】 

【助成金の前倒し支払請求に係る手続】 

【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 

 

①直接経費の使用内訳の変更 

②補助事業の廃止 

③所属する研究機関の変更 

④研究代表者の応募資格の喪失 

⑤研究分担者の応募資格の喪失 

⑥研究分担者の変更 

⑦補助事業期間の延長 

⑧産前産後の休暇又は育児休業等による中断 

⑨産前産後の休暇又は育児休業等伴う補助事業期間の延長 

 

【実施状況報告等に係る手続】（毎年度終了後） 

【実績報告等に係る手続】（研究計画最終年度の終了後） 

【研究成果報告に係る手続】（研究計画最終年度の終了後） 

①研究成果報告書等の提出 

②研究成果報告書等が未提出の場合の取扱 

 

直接経費の具体的な執行（物品費・旅費・謝金等）については別紙「科研費 取

扱要領(使用ルール)」をご覧ください。 

 

 

  
 

 

教務部 



 

   

 
科学研究補助金・学術研究助成基金助成金 共通 

【研究成果発表に係る手続】 

研究成果を発表する場合。 

①研究成果発表における謝辞の表示 

研究代表者及び研究分担者が、論文等により補助事業の成果を発表する場合には、 

論文の謝辞等に助成金の交付を受けて行った研究の成果であること 

（「MEXT/JSPSKAKENHI Grant Number ８桁の課題番号」）を必ず記載。 

また、研究機関のホームページや広報誌において補助事業の成果を発表する場合に 

は、その成果が助成金の交付を受けて行った研究の成果であることを表示。 

②研究成果発表の報告 

研究代表者は、補助事業の成果について、新聞、書籍、雑誌等において発表を 

行った場合、又は特許を取得した場合には、その都度、日本学術振興会に報告。 

 

研究成果における謝辞の表示 

論文、ホームページ、広報誌等により、研究成果を発表する場合は、科研費により得た研

究成果であることを表示してください。 

・Acknowledgment（謝辞）の表示例は、次のとおりです。 

（和文） 本研究は科研費 MEXT/JSPS （８桁の課題番号）の助成を受けたものである。 

（英文） This work was supported by MEXT/JSPS KAKENHI Grant Number（８桁の課題

番号）． 

〔参考〕 研究種目の英訳 

科研費 Grants-in-Aid for Scientific Research（略称「KAKENHI」） 

科学研究費補助金 KAKENHI(Series of single-year grants) 

学術研究助成基金助成金 KAKENHI(Multi-year Fund) 

特別推進研究 Grant-in-Aid for Specially promoted Research 

特定領域研究 Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas 

新学術領域研究 Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas 

基盤研究（S・A・B・C） Grant-in-Aid for Scientific Research(S)or(A)or(B)or(C) 

萌芽研究 Grant-in-Aid for Exploratory Research 

挑戦的萌芽研究 Grant-in-Aid for challenging Exploratory Research 

若手研究（S・A・B） Grant-in-Aid for Young Scientists (S)or(A)or(B) 

若手研究（スタートアップ） Grant-in-Aid for Young Scientists(Start-up) 

研究活動スタート支援 Grant-in-Aid for Research Activity Start-up 

特別研究促進費 Grant-in-Aid for Speciall Purposes 

研究成果公開促進費 Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results 

特別研究員奨励費 Grant-in-Aid for JSPS Fellows 

学術創成研究費 Grant-in-Aid for Creative Scientific Research 

日本学術振興会 Japan Society for the Promotion of Science(JSPS) 

文部科学省 The Ministry of Education,Culture,Sports,Science and Technology(MEXT) 

 

 

  
 

 

教務部 


